
問合せ先
信州幼児教育支援センター（長野県教育委員会事務局学びの改革支援課内）
〒380-8570 長野市南長野幅下692-2
電話 026-235-7489 FAX 026-235-7495
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/20190401youji.html
mail shinshuyoji@pref.nagano.lg.jp （担当： 小林 橋爪）

幼児教育アドバイザー、派遣します

信州幼児教育支援センターでは、幼児教育アドバイザーによる訪問支援を行っています。

各園での幼児教育の質の向上や、各地区の円滑な園小接続の実現のために活用ください。

申込方法

下記のURLから派遣申請書をダウンロードできます。
https://docs.google.com/document/d/1KvN2mU-
zspJrmYSRfCNZK5tk3T_SyLuP/edit?usp=sharing&ouid=10876
4035069902878411&rtpof=true&sd=true

メールにてお申し込みください。

送付先

shinshuyoji@pref.nagano.lg.jp
申請多数の場合、日程を調整させていただきますが、
お受けできない場合もございます。

幼児教育アドバイザー申請の進め方

「派遣申請書」を提出
希望日の１ヵ月前までに提出してください

日程等調整
日程、派遣アドバイザーの調整をし、申請者へ
連絡します

幼児教育アドバイザーが訪問
訪問支援を行います

保育参観を通して
環境の構成や援助について助言

園内研修の
サポート

市町村や関係団体による
研修会での講師

対象
・公立私立幼稚園 ・市町村
・公立私立保育所 ・市町村教育委員会
・公立私立認定こども園 ・幼児教育関係団体
・認可外保育施設 ・小中学校関係団体
・地域型保育事業所

例えば

・園内での参観研究で、助言をもらいたい

・年間を通じて、継続した助言がほしい

派遣できる時間
原則として、平日の午前９時～午後５時

派遣費用
派遣に係る旅費、報酬等は必要ありません

例えば

・園内研修のグループワークで、いいアイデアが欲しい

・ドキュメンテーションについてアドバイスが欲しい

例えば

・幼保小合同研修会の講師をお願いしたい

・小学校区で接続カリキュラムを見直したい

派遣回数
１施設年間３回まで派遣可能

https://docs.google.com/document/d/1KvN2mU-zspJrmYSRfCNZK5tk3T_SyLuP/edit?usp=sharing&ouid=108764035069902878411&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KvN2mU-zspJrmYSRfCNZK5tk3T_SyLuP/edit?usp=sharing&ouid=108764035069902878411&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KvN2mU-zspJrmYSRfCNZK5tk3T_SyLuP/edit?usp=sharing&ouid=108764035069902878411&rtpof=true&sd=true


幼児教育アドバイザー派遣事業実施要項 

 

１ 趣旨 

幼児教育アドバイザーを県内の幼稚園、保育所及び認定こども園等や各種研修会等に派遣し、

各園での幼児教育の質の向上や、各地区の円滑な園小接続を図る。 

 

２ 派遣対象 

公私立幼稚園、公私立保育所、公私立認定こども園、認可外保育施設、地域型保育事業所 

市町村、市町村教育委員会、幼児教育関係団体、小中学校関係団体 等 

 

３ 派遣する幼児教育アドバイザー 

信州幼児教育支援センターに所属する幼児教育アドバイザー（幼保小接続担当アドバイザー

を含む） 

 

４ 内容 

(1) 保育参観等による環境構成や保育者の関わり方についての助言等 

(2) 園内研修の計画、実施方法等についての助言等 

(3) 研修会等における幼児教育の質の向上や円滑な園小接続についての講演、演習及び助言等 

 

５ 派遣回数 

年間３回まで派遣可能とするが派遣要請状況により対応できない場合がある。 

 

６ 派遣できる時間 

原則として、平日の午前９時から午後５時までの間とする。 

 

７ 派遣手続き 

(1) 派遣を希望する場合は、派遣を希望する日の１か月前までに、「幼児教育アドバイザー派遣

申請書」（別紙様式）を信州幼児教育支援センター（長野県教育委員会事務局学びの改革支援

課内）に提出する。 

(2) 信州幼児教育支援センターは、派遣申請書に基づき、派遣日時及び幼児教育アドバイザー

を決定し、依頼者へ連絡する。 

 

８ その他 

(1) アドバイザーの派遣については、申請多数の場合、受諾できない場合もある。 

(2) 信州幼児教育支援センター職員等が同行する場合がある。 
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